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『長野県高等学校演劇大会における新型コロナウイルス感染防止対策〈ガイドライン〉』 

東信版 

 

１ 会場について 

ホール・楽屋・荷物保管場所・本部・役員控え室等すべての場所において以下の項目を実施

する。 

（１）リハ・上演終了時の舞台床面の清掃・消毒は不要。設備施設の消毒は換気の際に会場

係が消毒。音響・照明・物品を使用する際には必ず手洗い・手の消毒を行ってから使用する。 

（２）人の出入りがある場所（会場入口、ロビー、トイレ等）に消毒液を設置する。 

（３）密閉を避けるため、後方２箇所は常に開放する。休憩２０分間は左右のドア・後方２

箇所の奥６箇所のガラス戸・大道具搬出口の開放をする。 

（４）密接を避けるため、２席空けての着席。前後の人と重ならないように着席すること。 

（５）客席の前から数列は着席禁止とし、舞台と観客とは６メートル以上の距離を確保する。 

（６）ロビー等での密集を避けるため、メッセージボードの設置は行わない。 

  

２ 大会日程、進行について 

（１）日程の編成および大会の進行に際しては、余裕を持ち周囲の状況を十分把握した上で

感染リスクを避ける行動を取るために、また、来場者のトイレ使用の混雑等密接を避けるた

めに、リハーサル、上演の入れ替え時間（休憩時間）を十分に取るなど考慮する。 

 東信：リハ…客席後方扉２つは開放したまま。可能であれば横扉も開放。（各校判断） 

（２）上記（１）を実現するためにも、生徒交流会はなし。開閉会式は簡略化し、講師紹介・

諸注意のみを想定する。 

（３）その他、状況に応じて臨機応変に日程、進行を変更できるよう対策を講じておく。 

 

３ 関係者（大会運営担当者・出場校）について 

大会参加に際しては、各自関係者としての自覚を持ち、体調の管理に十分留意するとともに、

周囲にも配慮を求める。 

（１） 担当・参加にあたっては、上演時の演出効果上必要な場合を除き、必ずマスクを着

用する。 

（２）上演にあたっては、長野県高校演劇連盟によって策定された「演劇専門部のコロナ対

策について」で示された、「コロナ時代の演劇」のルールを遵守すること。 

（３） 定期的かつ徹底的に手洗い・手指の消毒を行う。（消毒液等はできるだけ個人または

出場校等団体でも準備する） 

（４） 業務上やむを得ない場合を除き、他者と最低１ｍ（できれば２ｍ）以上の距離をと

り、密集状態を作らない。 

（５） 衣類、靴等個人の着用物は放置せず必ず持ち帰る。また、個人が出したゴミ類は必
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ず本人が持ち帰る。個人間で物品の貸し借りを行わない。 

（６） 清掃やゴミ処理を行う際には手袋を着用し、終了後は手洗い・消毒を行う。 

（７） 参加前に検温を実施し、３７．５℃以上の発熱がある場合、および、咳・咽頭痛・

鼻汁・味覚嗅覚異常・頭痛・関節痛・下痢・吐気等体に異常がある場合は、絶対に参加を控

え、自宅等で待機する。万一上演校で上記に該当する者が出た場合、代役を立てるか、場合

によっては出場辞退等の対応を取ってもらう。 

  ※キャストが急遽出られなくなった場合には、舞台の別の場所から代役が台本を持っ

て朗読するなどの措置も許可する。 

  ※健康チェックシートの徹底。（２週間前）・発熱等が発生した場合は即時事務局に連絡。 

（８）机にプログラムを事前に設置、又はリハーサル時に配布を済ませる。 

 

４ 関係者の限定について 

（１）大会関係者以外の入場を行わず、無観客で実施する。 

 

５ 全体 

（１） 大会実施にあたっては、上記対策について保健所等関係機関と連携を取り、必要に

応じて指示・指導を仰ぐ。 

（２） 大会関係者および来場者に対して、ホームページ・配布物・掲示物等を通して上記

対策を事前に周知する。 

（３） 特に大会関係者については上記対策について事前の講習等を実施し徹底を図る。 

（４） 大会中に体調不良者が出た場合に備え、連絡系統の徹底、救護場所の設置、看護担

当者の配置、救急対応策等を講じておく。 

（５） 上記対策にもかかわらず、大会関係者の感染発生、または現地市町村の感染拡大等

不測の事態が生じた場合には大会を中止する。 

（６） 大会中止に備え、上位大会への推薦校選出基準およびその方法について対策を講じ

ておく。 

 

推薦校選出基準 

①６０分以内であること。（計時きっかけ・おわり） 

②定点撮影の中での演劇であること。 

③コロナ時代の演劇が守られていること（１ｍ２ｍルール） 

※①～③は提出した映像を基に県事務局で判断。 

 

方法 

・講師による審査で推薦校選出校を決定。 

・上位大会推薦取り消しを想定し、第３席を決定する。 
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（７） 本ガイドラインの内容は、地域における新型コロナウイルスの感染状況の変化や、

今後の対処方針の変更、専門家の知見、大会主催者等の意見を踏まえ、必要に応じて適宜改

訂を行う場合がある。 

 


